
○朝倉市老人福祉センター条例 

平成１８年３月２０日 

条例第１３４号 

（設置） 

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条第５項の規定に基づき、

老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエ

ーションのための便宜を総合的に供与するため、朝倉市老人福祉センター（以下「老

人センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 老人センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（事業の内容） 

第３条 老人センターは、老人が健康で明るい生活を営めることを目的として次の事

業を行う。 

（１） 老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための事業及び

そのために必要な便宜の提供 

（２） 老人の生活、住宅、身上等に関する生活相談及び老人の疾病の予防、治療

等に関する健康相談に応じるとともに、これらに対する適切な援助及び指導 

（３） 生業及び就労等についての指導及び必要に応じての授産事業 

（４） 老人の機能回復訓練 

（５） 老人クラブの育成及び運営についての援助並びに老人に対する調査、研究、

広報等 

（６） その他老人センターの目的達成に必要な事業 

（利用者の資格） 

第４条 老人センターは、次に該当する者に利用させる。 

（１） 朝倉市に居住するおおむね６５歳以上の者 

（２） その他市長が利用を認めたもの 

（利用の許可） 

第５条 老人センターを利用するときは、次の事項を記載した申込書により市長の許

可を受けなければならない。 



（１） 利用期日 

（２） 利用時間 

（３） 利用目的 

（４） 利用人員 

（５） 利用施設 

（６） 借受人又は代表者住所氏名 

（利用の制限） 

第６条 市長は、老人センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、

利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。 

（１） 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

（２） 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。 

（３） 老人センターの管理上支障があると認めるとき。 

（４） その他市長が利用を不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第７条 第５条の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表第２に

定める使用料を納めなければならない。 

（減免） 

第８条 市長は、前条の規定にかかわらず、市が使用する場合又は老人クラブ連合会

及び社会福祉協議会が当該会議等に利用する場合その他特に必要があると認めると

きは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の納付等） 

第９条 使用料は、利用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、冷暖房

費は、利用する当日に納付することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等が利用する場合の使用料は、後

納することができる。 

３ 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めると

きは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（禁止事項） 

第１０条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸しすることはできな



い。 

（特別の設備等） 

第１１条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入し

ようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 老人センターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が

指定する者（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により老人センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条か

ら第６条まで並びに第８条及び第９条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読

み替えるものとする。第２０条中「利用者」とあるのは、「利用者及び指定管理者」

と読み替えるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第１３条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 老人センターの利用の許可、不許可、許可取消し等に関する業務 

（２） 老人センターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３） 利用料金の徴収業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が老人センターの管理上必要と認める業

務 

（指定管理者の指定の申請） 

第１４条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類 

（指定管理者の指定） 

第１５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし

総合的に審査し、老人センターの指定管理者として最も適切であると認めた者を、

指定管理者として指定するものとする。 

（１） 利用者の平等利用が確保されること。 



（２） 関係法令及び条例の規定を遵守し、適切な管理ができること。 

（３） 安定した経営基盤を有していること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、指定管理業務が効果的かつ効率的に行われる

ものであることを判断するために必要なものとして規則で定める基準 

２ 市長は、指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第１６条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条による

指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができる。 

（１） 指定管理業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。 

（２） 前条第１項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 

（３） 前条第１項各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は指定管理業務の全部若しくは一

部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。 

（利用料金の設定） 

第１７条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定をするも

のとする。 

２ 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 利用料金は、別表第２に定める金額の範囲内で定めるものとする。 

４ 市長は、第２項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を公示するものとす

る。 

５ 第７条の規定にかかわらず、第１２条の規定により老人センターの管理を指定管

理者に行わせる場合は、老人センターの利用者は、指定管理者に利用料金を納入し

なければならない。 

６ 市長は、適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者に収入として収受させ

ることができる。 



（秘密保持義務） 

第１８条 指定管理者及び老人センターの業務に従事している者は、個人情報が適切

に保護されるよう配慮するとともに、老人センターの管理に関し知り得た秘密を他

に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間

が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、

同様とする。 

（原状の回復） 

第１９条 利用者は、利用期間中、建物、附属設備及び備品の使用について、善良な

管理を怠ってはならない。 

２ 利用者は、利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければなら

ない。利用許可の取消しを受けたときも、同様とする。 

（損害の賠償） 

第２０条 利用者が建物及び附属設備品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を

賠償しなければならない。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年３月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町老人福祉センター設置及び管

理に関する条例（昭和５０年朝倉町条例第２０号）、朝倉町老人福祉センター使用

条例（昭和５０年朝倉町条例２１号）、朝倉町公営施設の使用料条例（昭和６１年

朝倉町条例第８号）又は杷木町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例（昭

和５３年杷木町条例第２２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年条例第３１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



（経過措置） 

１４ 改正後の朝倉市老人福祉センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利

用に係る使用料（冷暖房費を除く。）及び施行日以後の利用に係る冷暖房費につい

て適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料（冷暖房費を除く。）及び施

行日前の利用に係る冷暖房費については、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

８ 改正後の朝倉市老人福祉センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用

に係る使用料（冷暖房費を除く。）及び施行日以後の利用に係る冷暖房費について

適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料（冷暖房費を除く。）及び施行

日前の利用に係る冷暖房費については、なお従前の例による。 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

朝倉市朝倉老人福祉センター 朝倉市宮野２０４７番地１ 

朝倉市杷木老人福祉センター 朝倉市杷木寒水９９番地２ 

別表第２（第７条、第１７条関係） 

（単位：円） 

利用時間 

施設名 

４時間以内 ４時間超７時

間以内 

７時間超 冷暖房費 

（１時間当たり） 

朝倉

市朝

倉老

人福

祉セ

ンタ

ー 

集会室 １，３２０ ２，６４０ ４，５３０ ４６０ 

会議室１ ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

会議室２ ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

調理室 ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

娯楽室 ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

朝倉 集会室（厨房 １，３２０ ２，６４０ ４，５３０ ４６０ 



市杷

木老

人福

祉セ

ンタ

ー 

を含む。） 

研修室１・

２・３ 

４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

和室１ ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

和室２・３ ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

図書室 ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

待合室 ４９０ ９９０ １，７４０ ２２０ 

備考 

１ 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 

２ 冷暖房費については、利用時間に１時間未満の端数があるときは、その端数

は１時間とみなして計算する。 

 


